
指定特定相談支援事業所

障害福祉サービス支給決定までの流れ
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❶ 利用者が市へサービスを受けるための相談および申請を行います。
❷ 市は利用者へ「利用計画案提出依頼書」を渡します。
　  市は利用者へ聞き取り調査を行い、「障害程度区分」を決定します。

❸ 利用者は事業所へ「利用計画案提出依頼書」を提示し、利用計画案の作成を
　  依頼します。

❹ 事業所は利用計画案を作成するため、利用者へ聞き取り調査を行います。
❺ 事業所は障害程度区分と聞き取り調査の内容を元に利用計画案を作成し、市
　  へ提出します。

❻ 市は受理した利用計画案を参考にサービスの支給決定を行い、利用者と事業
　  所に対し、支給決定を通知します。

❼ 事業所は市へ利用計画を提出します。その後、サービス利用が開始されます。
❽ 事業所は、一定期間ごとに利用者へモニタリングを行います。

● サービスを受けたい障がい者 → 利用者 　● サービス等利用計画 → 利用計画
● 指定特定相談支援事業所 → 事業所　 　　● 障害福祉サービス → サービス

図の説明 ❶ ～ ❽

上記については次のとおり省略して明記しています
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主な改正点

⑴ 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
給
の
手
続
き
方
法
の
変
更　

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
給
の
た
め
の
手
続
き
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　
全
て
の
障
が
い
者
が
適
正
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
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障
が
い
者
そ
れ
ぞ
れ
に
合
わ
せ
た
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す

　
地
域
相
談
支
援
と
し
て
「
地
域
移
行
支
援
」

と「地域定着支援」が新設されました。

地
域
移
行
支
援

【
対
象
と
な
る
方
】

　
障
害
者
支
援
施
設
や
精
神
科
病
院
に
入

　
所
・
入
院
し
て
い
る
障
が
い
者

【
サ
ー
ビ
ス
内
容
】

・
「
地
域
移
行
計
画
」
の
作
成

・
各
種
相
談
（
訪
問
・
住
居
や
家
財
道
具

　
の
確
保
）

・
各
種
施
設
へ
の
同
行
、
関
係
機
関
と
の

　
調
整

地
域
定
着
支
援

【
対
象
と
な
る
方
】

　
居
宅
で
単
身
ま
た
は
家
族
の
状
況
な
ど

　
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
る
家
族
に
よ
る

　
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
障
が
い
者

【
サ
ー
ビ
ス
内
容
】

・
常
時
の
連
絡
体
制
確
保
（
夜
間
を
含
む
）

・
緊
急
時
の
迅
速
な
相
談
な
ど
の
支
援

⑵ 

障
が
い
者
の
地
域
生
活
に
お
け

　

 

る
相
談
支
援
強
化

■
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の　

　
作
成
に
つ
い
て

　
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
方

が
今
後
も
継
続
す
る
た
め
に
は
、

「
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
」
の
作
成

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
は
障
害
者
施
設
入
所

の
更
新
手
続
き
を
す
る
方
お
よ
び
サ

ー
ビ
ス
新
規
申
込
の
方
が
作
成
の
対

象
で
す
。

　
今
後
３
年
間
で
段
階
的
に
対
象
者

を
拡
大
し
、
平
成
26
年
度
に
は
現
在

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
す
べ
て
の

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
市
か
ら
連
絡
し
ま
す
。

　
ま
た
、「
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
」

を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
は
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業

所
へ
の
依
頼
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

市
内
の
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
留
萌
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
相
談
支
援
事
業
所　
そ
ら

　
☎
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「
同
行
援
護
」
と
い
う
全
国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス

が
で
き
ま
し
た
。

同
行
援
護

【
対
象
と
な
る
方
】

　
視
覚
障
が
い
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳

　
の
交
付
を
受
け
た
方
で
、
移
動
が
著
し

　
く
困
難
で
、
国
の
定
め
る
基
準
に
該
当

　
す
る
方

【
サ
ー
ビ
ス
内
容
】

・
外
出
時
の
同
行

・
移
動
に
必
要
な
情
報
の
提
供
（
代
筆
・

　
代
読 

を
含
む
）

・
移
動
の
援
護

・
排
せ
つ
や
食
事
な
ど
の
介
護

・
そ
の
他
外
出
す
る
際
に
必
要
な
援
助

詳
し
く
は
社
会
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

用
語
解
説

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

　
利
用
者
か
ら
障
が
い
の
状
態
や
生
活
環

境
、
要
望
な
ど
を
聞
き
、
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
れ
ば
暮
ら
し
や
す
く
な
る
か
を
総

合
的
に
考
え
た
計
画
で
す
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

　
支
給
決
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
者
に

と
っ
て
適
正
か
調
査
し
、
よ
り
最
適
な
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
も
ら
う
た
め
に
計
画
の
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

　
市
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
期
間
お
よ
び
回
数

を
決
め
、
事
業
所
は
決
め
ら
れ
た
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
行
い
ま
す
。

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所

　
利
用
計
画
な
ど
サ
ー
ビ
ス
支
給
決
定
に
必

要
な
書
類
の
作
成
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実

施
、
サ
ー
ビ
ス
実
施
事
業
所
と
の
連
絡
と
調

整
、
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
な
ど

を
行
い
、
利
用
者
が
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

⑶ 
視
覚
障
が
い
者
の
外
出
支
援


